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【【  定定例例研研究究会会報報告告  】】 

 令和 3 年 10 月 7 日 

 

第第 8844 回回医医療療福福祉祉経経営営ママーーケケテティィンンググ研研究究会会  
医療福祉経営マーケティング研究会理事長    馬場園明 

 

地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの今今後後のの方方向向性性--介介護護保保険険かからら包包括括的的なな社社会会保保障障へへ--  

 

「地域包括ケア」は, 厚労省老健局長の私的研究会,「高齢者介護研究会」報告書「2015 年の高齢者

介護」の中で,「地域包括ケアシステムの確立」と記されたのが嚆矢である. これが 2003 年 6 月であっ

た. そこで謳われた「地域包括ケア」とは, 「介護保険のサービスを中核としつつ, 保健・福祉・医療

の専門職相互の連携,さらにはボランティアなどの住民運動を含めた連携によって,地域の様々な資源

を統合した包括的なケア」である. 

もともと, 「地域包括ケアシステム」のモデルとなったのは, 「医療型」のみつぎ方式であると言わ

れる. 広島県御調町（現尾道市）で 1970 年代に,町立みつぎ総合病院を軸にして町役場の福祉や保健行

政を集中させるとともに,専門職の医師や看護師,保健師の地域訪問を稼働させる運動が展開された.    

一方, 「地域包括ケアシステム」は,「政府主導の介護型」として始まった.「医療型」で「地域包括

ケアシステム」を行うには, コストがかかりすぎると判断されたからである. とわいえ, ヘルスケアの

地域資源を横断的に活用しようという発想は同じであった. 

これまで, わが国の地域包括ケアの方向性は, 「地域包括ケア研究会報告書」で示されてきた. そし

て, 第 6 回の報告書（2016 年度事業, 2017 年 3 月公表)では, 安倍政権が 2016 年 6 月に「ニッポン 1

億総活躍プラン」を閣議決定して「地域共生社会」の実現を掲げ, 7 月には厚労省が「地域共生社会実

現本部」を立ち上げた影響を受けている. 従来の縦割り行政を改め, 年齢や高齢・障害・貧困などの分

野を問わずに誰でもが「共生」を目指し, 全体を見通しながら取り組むべきだとされた. そこで「我が

事,丸ごと」がスローガンとして打ち出された. 

そして, 登場したのが共生型サービスであった.「共生型サービス」とは,「地域包括ケアシステムの

強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において, 訪問介護, 通所介護, 短期入所生活介護

等について, 高齢者や障害児・者が共に利用できるよう 2017 年 5 月 26 日に成立した制度である. 障害

福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険の「共生型サービス」の指定を受けたい場合には, 

障害福祉サービスの設備基準及び人員基準を満たしていれば介護保険の事業者指定を受けることがで

きるようになったのである.  

高齢者を対象としていた地域包括ケアシステムを,全世代を対象とする地域共生社会に発展させるこ

とは, 社会保障制度の財源を拡大させ,スケールメリットによる効率化, 質の改善にも繋がる可能性が

あると思われる. 
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令和 3 年 12 月 3 日 
第 85 回医療福祉経営マーケティング研究会 

医療福祉経営マーケティング研究会理事長    馬場園明 
 

医療制度の現状と改革の方向性 

 わが国の病床数は老人医療費無料化以降, 過剰になっている。しかしながら, 病床削減を目的とし

た地域医療構想の導入によっても、病床数の削減は,あまり進んでいない. 現状を維持するだけでは, 

社会的入院, 望まない延命治療, 長期入院による「廃用症候群」などは解決できない. 「病院完結

型」から「地域完結型」への医療のパラダイムの転換が, 医療も「治癒を目指す」方針から, 「病気

や障害との共存」いう方針の転換だけでは不十分である. 問題は, 「地域に受け皿が増えない」から

である. 

これは, 日本の障害者が精神病院や障害者医療施設に長期に入院しており, ノーマライゼーション

が遅れていることと同様の構造である.わが国では, 医療費の保険料の拠出が比較的簡単なので, 他の 

社会保障が担うべきことを医療が担ってきたのである. その意味では, 医療改革は社会保障制度の改革

として考慮すべきである. すなわち、病院への入院や介護施設への入所ではなく, 訪問看護が併設した

住宅に, 所得に応じた自己負担で入居できる社会保障サービスを導入すべきであろう.  

 2017(平成 29）年 2月 7日には, 地域共生社会の実現に向けて, 厚生労働省は「我が事．丸ごと」地

域共生社会実現本部を設置した. 地域共生社会に向けた改革の骨格は, 地域課題の解決力の強化, 地

域丸ごとのつながりの強化, 地域を基盤とする包括的支援の強化, 福祉人材の機能強化・最大活用の 4

つであり, 具体的な取り組みを実施していくこととなっている. 共生型サービスは, 地域を基盤とす

る包括的支援の強化の中で具体的な取り組みとしてとりあげられている. なおそこでは高齢者・障害

者・子どもが自立した生活を送れるよう, 地域住民による支え合いと公的支援が連動し, 地域を丸ご

と支える包括的な支援体制を構築し, 切れ目ない支援を実現すること, また制度の縦割りを超えて柔

軟に必要な支援を確保できることが容易になるよう, 事業・報酬体系を見直すこと, そして保健分野

について, その支援体制を強化するとともに, 福祉行政との連携を緊密化することをあげている. 

 今後, 社会保障の目的は, 「救貧・防貧」中心ではではなく, 「自由・自立」を保障することも重

視されていくであろう. それを可能にするために, 医療・介護・年金・雇用といった社会保険の財源

は, 地域共生社会を機能させるためにも使われることを提言したい.    
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令和 4 年 2 月 4 日 
第 86 医療福祉経営マーケティング研究会 

医療福祉経営マーケティング研究会理事長    馬場園明 
 

診療報酬改定予想 

 

 政府の（経済財政運営と改革の基本方針 2021 (骨太の方針 2021)」では, 「基盤強化期間」と位置付

けた 2019～2021年度と同様, 2022～2024年度も歳出改革の努力を継続することを明示. 社会保障関係

費の増加は高難化による増加分に収めることを目指す方針を盛り込んである. また財務省の｢財政健全

化に向けた建議｣でも, ｢医療提供体制の改革を進める必要性｣を強調した. 来年度（2022 年度）の診療

報酬改定については, 診療報酬本体についてプラス 0.43%の引き上げを, 薬価についてはマイナス

1.35％, 材料についてはマイナス 0.02％の引き下げを行う（いわゆるネット改定率はマイナス 0.94％

となる）ようである.  

 2020 年度までの診療報酬改定では, 2025年の地域医療構想の実現に向け, 急性期一般入院料１の要

件厳格化などにより看護配置７対１病床から地域包括ケア病床などへの移行促進が図られてきた. そ

のポイントとなりそうなのが, (1)一般病棟用の重症度, 医療・看護必要度（以下, 看護必要度）のＡ

項目, (2)特定集中治療室管理科の看護必要度のＢ項目, （3）急性期入院医療の新たな評価, (4)救急

医療管理加算の基準の定量化･明確化, （5）短期滞在手術等基本科の見直しと追加, （6）地域医療係数

の体制評価指数の見直しなどである. 

2020 年度の改定では, 入院料 1 の施設基準であるけに管理栄養士の専任常勤配置が盛り込まれた.

 今や, リハビリの効果を上げるには栄養管理が不可欠との考え方

病棟のある施設は実際

が広まりつつある. 回復期リハビリ

, 入院料を問わず管理栄養士を複数配置している. そこで今回は全区分に , 管 

理栄養士の配置義務が盛り込まれそうである. 働き方改革の流れを受け, 入院料 1を含めて｢専任常勤｣

になるとみられる.  

 昨年 5月に成立した改正医療法により, 「外来機能報告制度」が 2022年度から施行される. それに

合わせて 2022 年度改定では, かかりっけ医機能の強化や外来の機能分化を促す見直しが進みそうであ

る. 外来機能報告制度とは, 「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」を定

め, 地域における医療機関の外来機能を明確にすることで患者の流れを円滑にすることを目的とした

もの. 外来患者の待ち時間短縮や勤務医の外来業務の負担軽減, 医師の働き方改革等につがることが

期待されている.  

 今回の診療報酬の改訂でも「病院完結型」から「地域完結型」への推進と、急性期病床の選択と集中

の方針が堅持された. 今後は, 医師の働き方改革への対策もあり, 医師から他の職種へのタスクシフ

ト, タスクシェアリングが進み, 外来機能報告制度の導入により, 入院のみならず外来も含めた機能

連携へのインセンテイブを考慮した診療報酬改定の方向性が明確にされたと考えられる.  
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令和 4 年 4 月 7 日 
第 87 医療福祉経営マーケティング研究会 

医療福祉経営マーケティング研究会理事長    馬場園明 
 

新型コロナが医療・介護に与えた影響と今後の対策 

 

世界を震撼させている新型コロナウイルスは, 日本では 20年 1月 15日に国内初の症例が確認され

た以降、3月末頃から感染者数は右肩あがりで急増した. 安倍晋三首相は 20年 4月 7日, 東京, 神奈

川, 埼玉, 千葉, 大阪, 兵庫, 福岡など７都府県を対象に「緊急事態宣言」を発令した.  

 そして, 新型コロナウイルス感染症の感染者数が７月に入って再び急増した. とりわけ, 東京, 大

阪, 兵庫, 福岡の大都市圏で増加傾向が顕著になっており, 東京都の新規感染者数は７月 23日に過去

最多の 366 人になった. 西村康稔経済再生担当相は 2020年 7月 26日, 新規感染者数が再び増加して

いる状況を踏まえて, 時差通勤の推進や大人数の会合自粛, 各企業へ社員のテレワーク率 70％を目指

すよう経済界へ要望した.  

さらに, 11月の初めからの第 3波に移行し, 20, 30歳台に加え, 40 歳以上の感染者も増え, 重症者

が増加した. 新型コロナウイルスの感染者数は 2021年 7月に入って４週連続で増加し, 感染拡大の第

５波が到来した. 新規感染者を年齢別にみると, 20代と 30代が中心となっていった. 2022 年になる

と, 新型コロナウイルスの変異株, オミクロン株による感染例が急増していった.  

感染症対策では, 全ての事業者に感染対策委員会の設置が求められ, 施設サービスで 3カ月おき, 

居宅サービスで 6カ月おきに定期的に開催し, 感染症が流行する時期には随時開催しなければならな

くなった. さらに感染症対策指針を策定するほか, 感染症予防に関する研修や訓練(シミュレーショ

ン)の実施を施設サービスで年 2回以上, 居宅サービスで年 1回以上求められる.  

ウイルスが感染拡大するプロセスには、①病原体の感染力や病毒性②加齢や基礎疾患などによるウ

イルス宿主の感受性③飛沫、接触、空気の感染経路④それらの相互作用が感染拡大のスピードを左右

する。これらのなかで公衆衛生学的に対応できるのは、ワクチン接種による免疫の強化と感染経路対

策のみである。かつてはインフルエンザなどの感染症が流行しても医療機関内でマスクを着用せず, 

待合室に密集し, 感染拡大を助長するのが常態化していた. しかし, コロナ発生以降, 5類感染症の発

生は急減している. 

今後、新型コロナは風土病化し、周期的に感染者の急増と減衰を繰り返すと予想とされている。そ

れではどうしたらよいのか。まず、高齢者と基礎疾患のある人、そして医療・介護従事者にワクチン

接種を義務付けるのが適切であろう。そして、新型コロナのみならず、インフルエンザなどの感染症

が増える傾向にあれば、「手洗い」「マスク着用」「三密回避」の感染予防策を徹底していくことを期待

したい.   

85 - 100,
医療福祉経営マーケティング研究

第17巻　第1号　　　　　2022



－99－

125 
 

令和 4年 6月 2日 

第 88 医療福祉経営マーケティング研究会 
医療福祉経営マーケティング研究会理事長    馬場園明 

 

働き方改革の流れと今後の方向性 

 

「働き方改革実行計画」（平成 29 年 3月 28日働き方改革実現会議決定）において, 2017年 8 月より

「医師の働き方改革に関する検討会」を開催し, 時間外労働規制の具体的な在り方, 労働時間短縮策等

について, 2018 年 2 月 27日に, 「中間的な論点整理」及び医師の勤務実態の改善のため, 個々の医療

機関がすぐに取り組むべき事項等を示した「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」が取りまとめ

られ, 2024年 4月に規制を適用することが明記された. 医師の働き方改革では，36協定によっても超

えられない時間外労働の時間数の上限として(A)水準(年 960 時間)を設け, 次に，地域医療への影響を

緩和するために，(A)水準を超える労働が法律上認められる労働時間，(B)水準(1860時間)を暫定的に設

け, これを上回らないようにすることが求められている.  

対策としては, 平日中・夜間休日の外来業務, 当直の分担, オンコール体制, 委員会, 会議の見直し

をすることで, 直接的に医師の勤務時間を減らすことが優先される. 看護師や医師事務作業補助者へ

のタスク・シフティングでは， シフトされる側の研修や教育なども必要である. また, タスク・シェ

アリングは, 二つに分類でき, 同じ職種同士で業務を共有（例：夜間・休日は主治医でなく当直医対応

を徹底）することと異なる職種同士で業務を共有化（例：患者への診療や医薬品の説明）することがあ

る. 前者は, 当直時における主治医への連絡を, 当直医が対応して翌日申し送りをするとか, 1 人の患

者に 2人の主治医をつけることで, 片方の医師が不在でも意思決定ができるようにするといった方法で

ある。後者は 1人の医師が, 外来, 病棟管理, 手術・検査をまんべんなくやるのではなく, 専門性や

得意な分野に合わせて分担することなどが想定されている. あるいは医師が診療の説明を他の職種と

シェアしたり, 看護師だけが食事の世話をするのではなく、リハビリテーションの一環として作業療法

士とシェアしたり, 服薬業務を服薬指導の一環として薬剤師とシェアすることなどが考えられる. なお, 

看護師にタスク・シフティングするためには, 看護師の仕事も看護補助者にタスク・シフティングする

ことも検討されなければならない. それを行うには, 看護補助者がタスクを完遂でき, しかも定着す

る必要があり, 看護補助者への研修と環境づくりが求められる.   

 「医師の働き方改革」は,医師たちの労働環境の是正を行っていくものであるが, 社会のニーズにマ

ッチした医療に転換するチャンスになりうる.そして, 男性・女性にかかわらず, 優秀な医療スタッフ

をしっかりと育成し, モチベーションの高い状態で, 長く第一線の医療現場で活躍してもらえるよう

な環境をつくっていく必要があろう. これらの改革の達成には病院長のリーダーシップが必要不可欠

である. 
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令和 4年 8月 4日 

第 89 医療福祉経営マーケティング研究会 
株式会社 CCRC 研究所    窪田昌行 

 

健康型高齢者住宅・日本型 CCRC の創り方  

高齢者が集まって住むことで幸福感が高まる～健康型高齢者住宅・日本型CCRCの創り方～

適正価格のハード・ソフトの設計から事業収支まで事例紹介  

 

 少子高齢化が加速する中、我が国において、長寿社会をサポートする社会保障費は有限であり、

介護・認知症予防を徹底し、健康寿命を延伸することがますます重要になってきた。一方、我が国

は、介護保険制度が 2000年に創設されて以来、要介護者への施設ケアが高齢者施策の中心となり、介

護施設を中心に数多く整備されてきた。自立を支援するために設計されたサービス付き高齢者住宅も

ほとんどすべてが介護施設となっており、今まで、健康寿命を延伸する健康型高齢者住宅がほとんど

整備されてこなかったことが大きな問題である。さらに、健康型高齢者住宅が整備されてこなかった

ために、介護施設となった有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅の入居者の半分程度は、自立で

きるのに介護施設で暮らすことにより、要介護度が悪化することも生じており、健康に対する住まい

とサービスについて、二重の大きな問題を抱えてる。 

アメリカの CCRCは高齢者に対し、「継続したケア」の提供を理念に、自立して生活できる段階から

支援や介護が必要な段階まで「生活の活動レベルに応じて住まいを替えていく」システムによって、

生涯、同じコミュニティ内で生活できるというビジョンは、普遍性があると考える。いまこそ、我が

国は CCRCの理念、方法論、システムを我が国の文化・風土・制度に合わせた日本型 CCRCを構築して

いくことが、重要になってきていると考える。 

 さらに、わが国の未来の社会保障制度を支える高齢者ケアのビジョンといえる地域包括ケアシステ

ムの実現は、2025 年から 2040年に達成年度が変更された。これから 10年後、20年後、そして 50年

の未来を見据えて、全国民が医療介護の不安のない環境の中で、最期まで安心して暮すことができる

地域包括ケアシステムを、地域地域の特性を活かして作り上げていく必要がある。そのためにも高齢

者の健康寿命を延伸する日本型 CCRCの創造はきわめて重要な課題である。 

 今回の研究会では、健康型高齢者住宅の必要な 6つの理由：①高齢者が集まって暮らす価値、②サ

ービス付き高齢者向け住宅の現状と課題、③老人ホームに暮らす高齢者が幸せに見えない背景、④健

康寿命、平均寿命、そして幸福寿命、⑤欧米の健康型高齢者住宅の歴史、⑥地域包括ケアシステムの

現状と課題について説明した。そして、これからの高齢者ケアのあり方として、日本型 CCRCの具体的

な創り方を提案すると共に、事例として、福岡県久留米市を拠点とする古賀病院グループの健康型有

料老人ホーム「こがケアアベニュー矢取」を紹介し、建築のハード、運営のソフト、事業収支につい

て報告した。その後で参加者からの質疑、意見を受け、双方で意見交換することで、健康型高齢者住

宅の重要性、およびこれからの日本型 CCRCの創り方についてのさらなる課題について討議した。 

 

医療福祉経営マーケティング研究

第17巻　第1号　　　　　2022



－101－

127 
 

事務局だより 
 

医療福祉経営マーケティング研究会 山﨑哲男 
                    

 本研究会も 17年目です。研究会誌第 17巻をお届けいたします。原著論文、症例報告、ケーススタディ等々お寄せい

ただきましたこと改めて感謝申し上げます。 

ようやく、九州大学キャンパスの原則入構禁止も解かれ、研究会のスタッフ会議も意気揚々とした気持ちで開催してい

ます。ただ、定例研究会、研究総会等々はオンラインで続けてきました。この間、オンラインでご参加いただけました皆々

様方に厚く御礼申し上げます。 

さて、コロナ禍のこの二年。もてる時間を大幅に増やし自身の《「雑学の世界」》をひろげ、図書館通いでさまざまな題

材を取り入れてみました。たとえば、「プラトン、アリストテレス」「DNA と弥生人のルーツ」「知らなかった近現代史」

「真相二二六事件」「儒教、仏教、神道、キリスト教」「ヘーゲル、カント、マルクス」「現代アメリカ経済」「マックス・

ウエーバー」「中国儒教イデア社会主義」「ハーバード大学派社会主義論」「禅とは何か」など手当たりしだいに。ときに

は「医学、医療・福祉」から離れて己の《「雑学の世界」》をつくってみると意外な発見に出会うものでワクワクします。 

前号「事務局だより」の末尾で「°新成長戦略」「新しい資本主義」なるものが跋扈(ばっこ)し始めた。果たして、「救

世主」か、それとも「妖怪」か、と述べました。質問がありました。「○新成長戦略」の「○」はなんですかと。 

これは、日本資本主義の家元である財界「経団連」の新方針( 2020年 11月 17日公表。経団連タイムズ№3476 )です。

政府に出したものです。「○」の意味はピリオドをいったん打ちますよ。その上で、「新しく成長戦略」をすすめていきま

すよ‥という意味だそうです。ピリオドを打つ理由があったのでしょうか。それは、《資本主義が、「地球環境の破壊」「格

差と貧困」が深刻化し、資本主義の限界が明らかになった」ことから(これまでの資本主義に)ピリオドを打つのだ》とい

うことのようです(経団連公表文)。これを受けて、岸田政権は、バイデン大統領の施政方針演説(2021年 4 月 29 日)とは

かなり論点の異なる「新しい資本主義」を打ち出しました。いったい、これは何でしょう。一般的に理解されている「資

本主義論 Das Kapital」とはどこか違うようです。 

9 月 30 日、厚生労働省は、「医療介護総合確保促進会議」を開き、五つの論点を示して議論が開始されました。(週刊 

病院新聞 第 2721 号) ①人口動態の変化からの医療介護提供体制の確保の論点、②地域完結型の態勢の構築の論点、③

サービス提供人材の確保の論点、④デジタル化、データヘルスの推進の論点、⑤地域共生社会づくりの論点です。これに

対して専門委員から第一回目の意見が集約され、法律一部改正案として国会議決の上、令和 6 年 4 月 1 日に公布の予定

だそうです。各委員の意見はかって現行方針の審議の際に出されたものとさして変わらないものだったと業界紙で酷評

されています。毎回同じ、似たような意見、そして堂々めぐりのようで少々ウンザリ。あらかじめ狭隘な枠組での「切っ

たり、貼ったり、減らしたり、増やしたり」そして、行き着くところは「財源論」と「提供体制のスリム化」のくり返し。

だから、どっちに行こうか、どっちにしょうかの「論点」の設定になるのでしょう。「新たな論点の枠組」の設定が必要

と考えます。 

医療を取り巻く課題は高度化・複雑化し、ときには迷路に見える場合もあります。医療介護の総合的確保の方策を論ず

るならば、国全体が抱える諸問題との関係性を抜きにしては「方策の基軸」が打ち出せないのではないかと考えます。つ

まり、GDPの半分以上は個人消費(OECD日本だけが伸びない)、国内産業の停滞、製造業の空洞化、輸出依存型経済大国の

破たん、対米・対中との貿易赤字、各国賃金の推移(OECD日本だけが伸びない)、年金の目減り、円安日本売り、消費者物

価、金融投機、かたや防衛軍事費の増大等々。大変くやしいと思いませんか。知らぬ間に「日本の自国窮乏化」です。 

いまや、安定的な国内供給力をもつ国内内需産業の再建と育成がカギとなると云われています。これらのわが国の置か

れた状況と国家予算の組み方との関係で「大枠」が決まってまいります(清水渡、杉本恒如)。こうした関係性から「論点

の構築」「基軸の設定」が望ましいのではないか。「事務局だより」も「枠組み」を越えて、考えてみました。 
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第第 1133 回回  医医療療福福祉祉経経営営ママーーケケテティィンンググ研研究究会会  学学術術集集会会((ZZOOOOMM)) 
大大会会テテーーママ::  「「地地域域医医療療構構想想とと地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム--目目前前にに迫迫っったた 22002255 年年」」  

 
1．会期 ：令和 5 年 3 月 18 日 

2．会場 ：それぞれの自宅  

3．学術集会プログラム  大会テーマ 「地域医療構想と地域包括ケアシステム-目前に迫った 2025 年」 
【1．特別講演 14:00～15:00】   

テーマ： 2025 年における地域医療構想と地域包括ケアシステム（仮） 

演者：未定 

【2．教育講演 15:00～15:40】   

テーマ：2025 年に向けた医療・介護改革   

演者：馬場園 明 (九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座)   

【3．一般発表 15:50～17:30】   

 〒812-8582  福岡県福岡市東区馬出 3 丁目 1 番 1 号 九州大学大学院医学研究院内 医療経営・管理学講座 医療福祉

経営マーケティング研究会 大会事務局 立石 祐布子 TEL: 092-642-6960  FAX: 092-642-6961  

E-mail：y-tate@hcam.med.kyushu-u.ac.jp  

5．学術集会参加および研究発表申込  

5．学術集会参加および研究発表申込  

1）研究発表申込締め切り期日：令和 5 年 1 月 31 日（火）必着 研究会ホームページ「申し込みフォーム」にてお申し

込みいただくか、「学術集会参加・研究発 表申込書」に必要事項を記入し、事務局まで郵送あるいは FAX してください。 

なお、発表内容の理論的研究・実践的研究の区別および研究ジャンル、発表形態も忘れず、記入 してください。  

2）発表抄録締めきり期日：令和 5 年 1 月 31 日（火）必着 y-tate@hcam.med.kyushu-u.ac.jp に、下記の抄録原稿書

式に合わせて添付ファイルで送ってくだ さい。期限厳守で御願いします。  

＜抄録原稿書式＞  
用 紙：A4 サイズ  
頁 数：1 頁  
余 白：上 20mm、下 20mm、左 15mm、右 15mm  
段 組：2 段組、段間 8mm  
文字数：24 字 42 行  
フォント：タイトル；平成角ゴシック 12、著者・所属・本文；ＭＳ明朝 10  
図 表：合わせて 1 つまで  
3）学術集会参加費・申込  

＊参加費は無料です。(懇親会費 3,000 円)  

＊参加申込については、「研究会ホームページ申し込みフォーム」にてお申し込みいただくか、 「学術集会参加・研究発

表申込書」に必要事項を記入し、4 の事務局まで郵送あるいは FAX して ください。 
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医医療療福福祉祉経経営営ママーーケケテティィンンググ研研究究会会  規規約約  
                

第第  11 章章    総総    則則  
第 1 条 本会は、「医療福祉経営マーケティング研究会」(The SOciety of Health Care Management and Marketing)と
称する。 
第 2 条 本会は、超高齢社会における高齢者の潜在的なニーズ、新しいニーズに対応するために、医療・保健・福祉を連

携、統合した、より効果的、効率的なヘルスケアシステムを研究開発、創造し、地域社会に貢献していくことを目的とす

る。 
第 3 条 本研究会の事務局を福岡市東区馬出 3 丁目 1 番 1 号 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座 教授 

馬場園明研究室内に置く。 
 

第第 22 章章    事事    業業  
第 4 条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。 
(1) 医療福祉経営管理に関する研究業務 
(2) その他医療福祉関連分野における経営全般の研究業務 
(3) 医療福祉に関する研究会・セミナーの企画、開催 
(4) 研究会機関誌「医療福祉経営マーケティング研究」・研究会ニュース等の発行 
(5) 関係諸学会、協会、団体との連絡及び協力活動 
(6) 会員相互の親睦、交流の推進 
(7) その他、本会の目的に資する事業の開催 
  

第第  33 章章    会会    員員  
第 5 条 本会は、正会員と賛助会員を置くことができる。 
1)正会員は、医療福祉経営、マークティング及び、医療福祉政策等に関心を有する者で、理事会の承認を得、所定の会

費を納入した個人とする。 
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同じ理事会で承認された団体または個人とする。 
第 6 条 会員は、本会が発行する研究会機関誌、ニュース等の配付を受け、本会の助言、コンサルティングを受けるこ

とができる。 
第 7 条 正会員は、次に示す所定の年会費を納入しなければならない。 
(1)正会員    5,000 円 
 （但し 九州大学職員は 2,000 円. 大学院生は 1,000 円とする) 
第 8 条 賛助会員は、本研究会の趣旨に同意し、運営を支援する団体、個人で一口 5 万円以上(何口でも可)の会費を納

入しなければならない。 
第 9 条 退会について本人からの申し出があった場合、理事会で審議し、退会を認める。また、会員にして会費の納入

を 3 年間怠った者は、退会したものとみなす。 
第 10 条 本会の名誉を傷つけたり、または本会の目的に反する行為があった場合、理事会の議決を経てこれを除名す

ることができる。 
 

第第 44 章章    役役    員員  
第 11 条 本会の事業を運営するため、正会員の中からの役員を選出する。 
(1)理事長      1 名 
(2)副理事長     2 名 
(3)理事     若干名 
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(4)事務局長     1 名 
(5)監事         1 名 
第 12 条役員の任務は、次のとおりとする。 
(1)理事長は、本会を代表し会務を総括する。 
(2)副理事長は、理事長を助けて会務を分掌し、執行する。 
(3)事務局長は、本会の業務を行う。 
(4)監事は、事務局と理事会の運営を監査する。 
第 13 条 理事長の任期は 1 期一年とする。 
    他の役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 
第 14 条 役員の選出は、次の通りとする。 
(1)理事長、副理事長は、理事の中から互選により決定する。 
(2)理事は、正会員の中から互選により決定する。      
 

第 5 章  会  議 
第 15 条 本会の会議は、総会及び理事会とする。 
(1)総会は、毎年 1 回開催し、役員の選出及び本会の運営に関する事項を審議・決定する。 
(2)総会は、理事長が召集し、出席会員をもって構成する。 
 

第 6 章  会  計 
第 16 条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支出する。 
第 17 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
第 18 条 本会の決算報告及び予算案は、総会において審議決定する。 
 

付  則 
(1)本会則は、総会において出席会員の 3 分の 2 以上を得た決議により変更することができる。 
(2)本会則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
 

 
役  員 
 
理 事 長 : 馬場園 明     九州大学大学院医学研究院教授 
副 理 事 長 : 福田 治久     九州大学大学院医学研究院准教授 
副 理 事 長 : 齋藤 貴生     NPO 法人高齢者健康コミュニティ理事長 
理 事   : 津田 敏秀     岡山大学大学院環境学研究科教授 
事 務 局 長 : 山﨑 哲男     NPO 法人高齢者健康コミュニティ理事 
主席 研究員 : 窪田 昌行     医学博士、MBA 

NPO 法人高齢者健康コミュニティ理事、事務局長 
監 事   : 吉田 樹夫     公認会計士 
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「「医医療療福福祉祉経経営営ママーーケケテティィンンググ研研究究」」投投稿稿規規定定  
  

1、投稿論文は医療福祉経営に関するもので、他雑誌に末発表のものとする。 
２、投稿の種類は原著、総説、短報、実践活動報告、ケース・スタディ、資料などとする。 
３、人を対象とする研究報告はヘルシンキ宣言の精神に沿ったものでなくてはならない。 
４、論文は「執筆要領」に従い、和文または英文で記し、別紙に英文の抄録ならびに英・和(英文論文では英のみ)それ

ぞれ 5 語前後のキーワードを付け、それらのコピー2 部(図表を含む)をそえて提出する。ケース・スタデイ、資料に関し

ては、抄録は省略できることにする。 
５、査読終了後、最終原稿提出時はメールでファイルを添付する。 
原稿の取捨選択、加除訂正の要求、掲載順序の指定、校正(初校は著者)などは編集委員会が行い、編集委員長の名で著

者に連絡する。 
６、本誌に掲載された論文等の著作権は医療福祉経営マーケティング研究会に属する。 
原稿はメールで下記宛に送ること。 

babazono@hcam.med.kyushu-u.ac.jp 

九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座 

馬場園 明 

  
執執筆筆要要領領  
1、原稿の表紙には表題、著者名、所属機関名、代表著者の通信先 (以上和英両文)、論文の種類、表および図の数、別

刷請求部数を書く。 
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　医学の問題に限らず、世の中のあらゆる出来事は、視る・聴く・触る・匂う・味わうの五感によ

り、私たちはその情報を直接的に入手する。従って、五感では感じ取れない因果関係を、私たちは

あまり意識しない。しかし、そうは言っても、「因果関係」という言葉を知らない人はほとんどい

ない。むしろ、私たちは日常的に因果関係に振り回されている。クスリの効果とか環境汚染による

発がん影響という研究レベルの話から、普段の人間関係に至るまで。そこには、必ず、事実の認識

と因果関係の推論とが組み合わされている。疫学では前者を記していくのが記述疫学で、特に病気

の存在を時間的・空間的・属性的に記していく。そして、後者を記していくのが分析疫学で、特に

記述疫学で得られた病気(因果関係の結果の方)の原因との因果関係が定量的に明らかにされてゆ

く。仮説に基づく観察が基本でも、一般に「科学研究」と言われる行為は、後者の因果関係の分析

が主たる仕事である。

　今回の『医療福祉経営マーケティング研究会』の第17号には、3編の原著論文が掲載されてい

る。いずれも、記述と推論による結果が記されている。18世紀の半ばにスコットランドの哲学者、

ディビッド・ヒュームは、私たち人間が因果関係と言っている内容は、決して客観的合意には至ら

ない概念に過ぎないと指摘した(ヒュームの因果律の問題)。これが、因果関係を明らかにする今日

の科学研究の出発点になっている。因果関係を定量的に明らかにする科学研究の出発点が対象の観

察とその記述である。そして観察と記述は、観察対象1例目(ケース)から始まる。しかし、この1例

目だけでは客観的合意に至らない。本誌をはじめ、数々の学術雑誌の構成を考えても、ヒュームの

指摘から、近代統計学の発展、そして人における記述と因果推論をおこなう疫学とEBM(科学的根拠

に基づいた医学)への発展、そして現代因果関係論に至る人類の歩みが想起できる。この長い歩み

も意識して、本号もお読みいただければ幸いである。
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